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令和8 年度（２０２6 年度) 

償却資産(固定資産税)申告の手引 
提出期限：令和 8 年 2 月 2 日（月）

償却資産の所有者は、地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日現在で所有する資産を１月３１日（休

日の場合は翌平日）までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告していただくことになっています。 

つきましては、申告書類を同封いたしましたので、この手引をご覧いただいたうえで申告書を作成し、提出期

限までにご提出くださいますようお願いいたします。 

償却資産申告書を提出する前に記載漏れや誤りがないかチェック項目を活用して、確認してください。 

提 出 前 の チ ェ ッ ク 項 目 参考ページ 

申

告

書 

申告書の記入漏れはありませんか？ P４ ～ P５ 
□ 所有者の住所、氏名の自署又は押印 ①～②の欄 

□ 申告に応答する方の氏名・連絡先 ⑧の欄 

□ 関与する税理士等氏名・連絡先 ⑨の欄 

□ 事業所等資産の所在地 ⑰の欄 

□ 借用資産がある場合、リース会社等の名称や資産名 ⑱の欄 

□ 前年前に取得したものの取得価額 ㉕の欄 

□ 前年中に減少したものの取得価額 ㉖の欄 

□ 前年中に取得したものの取得価額 ㉗の欄 

種
類
別
明
細
書 

種類別明細書の記入漏れはありませんか？   

P６ ～ P９

 
□ 減少した資産の行番号、異動区分、異動事由等の記入 

□ 増加した資産の取得年月、取得価額、耐用年数の記入 

□ 増加した資産の異動事由欄の該当する数字に○ 

□ 摘要欄に「○○市より移動」などのコメントの記入 

□ 所有者名の記入 

よ
く
あ
る
間
違
い 

勘違いによって、申告漏れが生じやすいものがあります。 

P１５～P17 

□ リース契約の内容によっては、償却資産の申告が必要です。 

□ 大型特殊自動車は償却資産です（小型特殊自動車は申告対象ではありません。）。 

□ テナントが建物に施した内装は償却資産です。 

□ 取得価額が 10 万円未満でも、減価償却している資産は申告対象です。 

□ 
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度により取得した資産

は申告対象です。 

建
築
設
備
等
に
注
意 

税務会計上は家屋と一括して減価償却していても、固定資産税の家屋の評価に含め

られない建築設備等は、償却資産の申告対象となります。 

P１0～Ｐ１２  

Ｐ１６～１７ 

□ 各種設備（電気、給排水、ガス）のうち屋外の設備 

□ 受変電設備、予備電源（蓄電池、発電）設備 

□ 外構工事 

□ 壁掛型ルームエアコン、ブラインド、簡易可動間仕切 

□ 文字看板、そで看板、広告塔、機械式立体駐車場（装置） 

国
税
と
の
違
い 

国税（所得税・法人税）の減価償却資産の取扱いと違いがあるため、誤りが生じ

やすいものがあります。 

Ｐ１７  

□ 固定資産税では圧縮記帳の制度はありません。 

□ 固定資産税では特別償却や割増償却の適用はありません。 

□ 固定資産税の償却資産の評価額の最低限度は取得価額の 100 分の５です。 

□ 
固定資産税の償却資産には、200％定率法や 250％定率法の減価率は採用して

いません。 

【目次】 

Ⅰ 償却資産の申告について・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 

Ⅱ 償却資産とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０ 

Ⅲ 償却資産の評価額の計算方法から納税まで・・・・・・Ｐ１３ 

Ⅳ 償却資産について詳しくお知りになりたい方へ・・・・Ｐ１５ 

 

奈 良 市 
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Ⅰ 償却資産の申告について 
 

１ 申告していただく方 
令和8年１月１日現在、奈良市内で事業を営んでいる法人や個人の方で、その事業に用いる

ことができる事業用資産（償却資産を他に賃貸している場合も含みます。）を所有している方

です。 

なお、奈良市内に２ヶ所以上の事業所がある方は、市内のすべての事業所分をまとめて申告

してください。 

※事業用資産を所有されていない場合でも、奈良市内で事業を営んでいる場合には確認の為

に申告をお願いします。 

 

２ 申告方法 
令和8年度分から申告書の様式を変更しています。具体的な申告書の作成方法は4ページか

らの申告書等の記載要領を参考にしてください。 

（１）    

申告対象者 ・令和7年１月２日以降に奈良市内で新たに事業を開始された方 

・今回初めて申告される方 

申告する資産 令和8年１月１日現在、奈良市内に所有しているすべての償却資産 

提出する書類 ・償却資産申告書 

・種類別明細書（増加資産・全資産用） 

・固定資産台帳の写し又は減価償却資産明細書の写し 

その他 リース資産のみの場合や該当する資産を所有されていない場合も、申告

書の「備考欄」にその旨を記載の上、必ず申告書を提出してください。 

 

（２） 前年度以前に申告された方 → 資産の増加・減少を申告してください。  

申告対象者 前年度（令和7年度）までに申告された方 

※前年中に資産の増減がない場合でも必ず申告をお願いします。 

申告する資産 ・令和7 年中の増加資産・減少資産 
（令和7年中とは令和7年１月２日から令和8年１月１日までの間） 

・令和7年１月１日以前に取得した資産で、申告漏れ等があった資産 

提出する書類 ・償却資産申告書 

・種類別明細書（増加資産・全資産用） 

・種類別明細書（減少資産用） 

その他 事業の廃業・解散などの場合も、申告書の「備考欄」にその旨を記載の上、

必ず申告書を提出してください。 

（注）リース会社がリース（貸出）資産を申告される場合において、資産の所在（貸出先名）

を種類別明細書（増加資産・全資産用）の摘要欄に記入してください。 

 

（３） 電算処理により申告される方 → 所有している全ての償却資産を申告してくだ

さい。 

償却資産申告書 

＜提出部数各１部＞ 

全国的に統一された様式により、申告してください。 

 

 

種類別明細書 

（増加資産・ 

 全資産用） 

（減少資産用） 

＜提出部数各１部＞ 

全国的に統一された様式により、申告してください。ただし、独

自の様式で申告される場合は、次の事項に留意してください。 

① 全国的に統一された様式による記載項目のすべてを記載する

こと。 

② 全資産について、固定資産税にかかる償却資産の評価方法に

よる評価計算を行うこと。 

③ 課税標準の特例の適用がある場合には、その特例率及び課税

標準を記載した様式であること。 

※添付資料については、１８～20ページを参照してください。 

初めて申告される方 所有しているすべての償却資産を申告してください。→
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④ 種類別明細書は資産種類ごとに区分して作成し、合計額を記

載すること。 

⑤ 資本的支出(改良費)については、新たな資産の取得とみなし、

本体と区分して評価計算を行うこと。 

⑥ 償却可能限度額は、取得価格又は資本的支出の95%までとす

ること。 

（注）リース会社が電算処理により、毎年全資産申告をされる場合、種類別明細書について例

外が認められています。次に主なものを例示します。 

① 行数を増加すること。（50行） 

② 「賃借人名（使用者名）」の項目を設けて記載すること。 

③ 「課税標準の特例」「増加事由」の項目を抹消すること。ただし、その際には「摘要」

欄に記号で表示し、欄外に記号の説明を付けること。 

 

３ 電子申告(eLTAX:エルタックス)について 
電子申告（eLTAX）により償却資産申告書・種類別明細書が提出できます。 

奈良市では、インターネットによる電子申告（eLTAX）の受付をしています。 

○利用可能なサービス 

法人市民税の申告、個人住民税の給与支払報告書などの提出、償却資産申告書の提出 

※eLTAXの利用方法 

eLTAXを利用できるパソコンの準備や電子証明書の取得等の手続きが必要です。

詳細は、以下までお問合せください。 

一般社団法人 地方税電子化協議会 
eLTAX ヘルプデスク 

 tel 0570-081459【受付日時：月～金（祝日、年末年始を除く。）9:00-17:00】 

eLTAX ホームページ http://www/eltax.lta.go.jp/ 

 

４ 申告書の提出先 
申告書の提出先につきましては、最終ページの【問い合わせ先】をご覧ください。 

※ファックスによる申告は受け付けておりません。 

◎受付時間：午前９時から午後５時まで (土・日・祝日を除く) 

◎郵送でも提出することができます。 

※申告書の控え(受付印を押印したもの)の返送が必要な場合は、切手を貼り付けた返信用封筒

を同封してください。切手を貼り付けた返信用封筒がない場合は、返送することができません

ので、あらかじめ御了承ください。 

 
５ 実地調査協力のお願い 

奈良市では国（総務省）の指導に基づいて、申告内容の確認や、未申告者の調査に取り組ん

でいます。地方税法第353条及び第408条に基づいて、減価償却資産明細書（固定資産台帳）

の写しの提出をお願いすることや、償却資産の調査に伺うことがありますので、その際はご協

力をお願いいたします。なお、実地調査に伴い追加・修正申告をお願いすることがあります。

 

また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を実施

しています。ご理解のほどお願いいたします。 

 

６ 申告されない方、または虚偽の申告をされた場合 
正当な理由なく申告をされない場合は、地方税法第386条及び奈良市税条例第83条の規定

により過料を科せられることがあるほか、同法368条の規定により不足額に加えて延滞金を

徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。

また、虚偽の申告をされた場合、同法第

ります。

385条の規定により罰金等を科せられることにな  
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Ⅱ 償却資産とは 
 

固定資産税の申告対象である「償却資産」とは、土地及び家屋以外の事業の用に供すること

のできる資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計

算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。具体的には、法人や個人で工場や商

店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを賃貸している方が、その事業の用に供し

ている構築物・機械・工具・器具・備品等がそれにあたり、土地・家屋と同じく固定資産税が

課税されます。 

なお、「事業の用に供する」とは、事業を行う者が本来の業務で直接又は間接使用できる資

産で、税務会計上、減価償却できるものをいいます。また、自己の営む事業のために使用す

る場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

  申告時には、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表１６（２）等を、個人の方は所

得税の申告における減価償却費の計算欄、固定資産を管理している帳簿等をもとに申告書へ

記入してください。 

 １ 償却資産の種類と具体例 

資産の種類 主 な 償 却 資 産 の 例 示 

１ 構 築 物 

◇構築物    

屋上看板（ネオンサイン）等の広告設備、外灯（屋外配線・配管等）、

舗装路面・庭園・門・塀・フェンス・緑化施設等の外構工事、煙突、 

擁壁、その他土地に定着している土木設備等 

◇建物付帯設備 

 受変電設備、自家発電設備、特定の生産又は業務用の建築設備、テナン

ト施工の内装・内部造作・建築設備等 
〈「１６ページ ３ 建築設備における家屋と償却資産の区分」を参照くださ

い。〉 

２ 機 械 ・ 装 置 

工作機械、電気機械、ロードローラー・ショベルローラー・ブルドーザー・

パワーショベル、その他の自走式作業機械などの土木建設機械で道路運

送車両法に規定する大型特殊自動車（分類番号が「００～０９及び０００

～０９９」の車両）、印刷機械、搬送機械（ホイスト・コンベヤー・起重

機等）その他物品の製造・加工修理に使用する機械及び装置（旋盤、モー

タ ー 、 ボ ー ル盤 等 ）、 太 陽 光 発 電シ ス テム 、 機 械 式 駐車 場 等 

３ 船  舶 一般船舶、漁船、はしけ、曳船、モーターボート、貸ボート、貸ヨット等 

４ 航 空 機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 

５ 車両・運搬具 

道路運送車両法に規定する大型特殊自動車（分類番号が「９０～９９及び

９００～９９９」）、その他の運搬具等（自動車税や小型特殊自動車を含

む軽自動車税が課税されるものを除く。） 

６ 
工 具 、 器 具 

及 び 備 品 

測定工具、切削工具、応接セット、机・椅子、ロッカー、陳列ケース、金

庫、コピー機器、パソコン機器、ＬＡＮ設備、エアコン、レジスター、光

学機器、冷凍・冷蔵庫、自動販売機、厨房機器・用品、理美容機器、各種

医療用機器、テレビ、パチンコ等遊戯機、両替機、カラオケ機、看板、ネ

オンサイン、その他各種工具等 
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２ 業種別の主な償却資産 

各業種共通のもの 

駐車（輪）場設備、受変電設備、特定の生産又は業務用の建築設備、

舗装路面、庭園、門、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、広告塔、中

央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャ

ビネット、エアコン、テレビ、パソコン、コピー機、ＬＡＮ設備、

レジスター、金庫、福利厚生設備等 

小 売 店 商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等 

飲 食 店 接客用家具備品、厨房設備、冷蔵庫、冷凍庫、カラオケ機器等 

ホ テ ル ・ 旅 館 客室家具備品、調光設備、厨房設備、洗濯設備、自家発電設備、ボ

イラー、冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、自動販売機、カラオケ機器等 

理 容 業 ・ 美 容 業 理（美）容椅子、洗面設備、ドライヤー・パーマ器、タオル蒸器、

消毒殺菌用機器、サインポール等 

ク リ ー ニ ン グ 業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装機、ボイラー等 

医 院 ・ 歯 科 医 院 
各種医療機器（ベッド、手術台、Ｘ線装置、心電計、ＣＴ装置、Ｍ

ＲＩ装置、分娩台、各種検査機器）、調剤機器、薬品戸棚、各種事

務機器、待合室用椅子等 

工 場 各種生産加工設備、洗浄設備、給排水設備、各種工具、構内舗装等 

木 工 業 帯鋸、糸鋸、丸鋸、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤等 

鉄 工 業 旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、

溶接機、グラインダー、クレーン設備等 

印 刷 業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機、製本設備等 

建 設 業 ブルドーザー、パワーショベル、その他の建設用大型特殊車両、コ

ンクリートカッター、ミキサー、ポンプ、発電機等 

駐 車 場 業 舗装路面、柵、駐車設備（ターンテーブル等機器部分）等 

不 動 産 賃 貸 業 自家発電設備、屋外給排水ガス設備、植込み、看板、自転車置場等 

自 動 車 整 備 業 プレス、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、洗車機、

塗装設備、検査工具、ジャッキ等 

ガソリンスタンド ガソリン計量器、地下タンク、洗車機、独立キャノピー、検査工具、

充電器、屋外照明設備等 

テ ニ ス ク ラ ブ 

ゴ ル フ 場 

コート、フェンス、ネット、ボール洗浄機、ボール貸出機、人工芝、

芝刈り機、屋外照明設備、自動販売機等 

パ チ ン コ 店 

ゲ ー ム セ ン タ ー 

パチンコ台、パチスロ台、各台計数システム、ゲームマシン、両替

機、玉貸機、カード発行機、島工事、店内放送設備、防犯設備、ス

ポット照明設備等 

カラオケボックス カラオケ機器、スポット照明設備、接客用家具等 

農 業 田植機、稲刈機、乾燥機、製茶器、野菜洗浄機、冷蔵庫等 
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３ 再生可能エネルギー発電設備

４ 賃貸住宅の主な償却資産について

(太陽光発電設備等)について 
設置者及び用途別による償却資産申告の有無については、下記のとおりです。 

設置者 用 途 申告の必要の有無 
法 人 

・ 

個人事業主 

事業用(全量売電・余剰売電) 事業の用に供している資産になります。

売電の有無にかかわらず、申告が必要で

　賃貸用のアパート・ビル・駐車場を所有されている方は、土地・家屋の固定資

産税とは別に、償却資産に固定資産税がかかります。

す。 全て事業用に使用(売電しない) 

個人 

（住宅用） 

１０ｋＷ以上(全量・余剰売電) 
売電自体が事業となる為、申告が必要で

す。 

１０ｋＷ未満(余剰売電) 
申告は不要です。 

全て家庭用に使用(売電しない) 

※事業とは、一定の目的の為に一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。 

 

 

  
 

 

  

・ブロック塀 
・フェンス 等 

・アスファルト舗装 
・コンクリート舗装 
・タイル舗装  等 
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Ⅲ 償却資産の評価額の計算方法から納税まで 
 

１ 評価額、課税標準額の算出 
資産ごとの取得価額・取得年月・耐用年数から、資産の評価額を計算します。 

（１）前年中に取得したもの（令和7年1月2日から令和8年1月1日まで） 

取得価額 ×（１－耐用年数に応ずる減価率 ×１／２）＝ 評価額 

（２）前年前に取得したもの（令和7年1月1日以前） 

前年度の評価額 ×（１－耐用年数に応ずる減価率）＝ 評価額 

（３）個々の資産について、課税標準の特例がある場合は評価額に特例率を乗じた額を、ない

場合は評価額を課税標準とします。 

（４）個々の資産の課税標準をすべて合計して、納税義務者の課税標準の合計額を算出しま

す。 
〔計算例〕評価額の算出方法 

取得価額 10,000,000円 

取得年月 令和7 年３月 

耐用年数 ７年（減価率0.280） 

※【減価率等は「耐用年数に応ずる減価償却率及び減価残存率表」をご参照ください。】 

年 度 
取得価額 

（次年度以降は前年評価額） 
減価残存率 評価額 

令和 8 年度 10,000,000円 
×（ １ － 0.280 

× 1／2 ） ＝ 8,600,000円 

令和 9 年度 8,600,000円 ×（１－ 0.280） ＝ 6,192,000円 

令和10 年度 6,192,000円 ×（１－ 0.280） ＝ 4,458,240円 

令和11 年度 4,458,240円 ×（１－ 0.280） ＝ 3,209,932円 

※以降、毎年この方法により減価させて計算します（１円未満切捨）。 

耐用年数を超えて所有している資産についても、同様に評価額を計算します。 

なお、評価額が取得価額の５％を下回る場合は、取得価額の５％が評価額となります。 

 

２ 税額の算出 
税額（100円未満切捨）＝ 課税標準額（1,000円未満切捨）× 税率（1.4％） 

〔計算例〕税額の算出方法 

納税義務者の課税標準の合計額が123,456,789円の場合 

123,456,000 × 1.4％ ＝ 1,728,384 ⇒1,728,300円が年税額となります。 

参考 ＜耐用年数に応ずる減価償却率及び減価残存率表 （一部抜粋）＞ 

 

前年中取得分 前年前取得分 前年中取得分 前年前取得分 前年中取得分 前年前取得分

（１－ｒ／２） （１－ｒ） （１－ｒ／２） （１－ｒ） （１－ｒ／２） （１－ｒ）

2 0.684 0.658 0.316 16 0.134 0.933 0.866 30 0.074 0.963 0.926

3 0.536 0.732 0.464 17 0.127 0.936 0.873 31 0.072 0.964 0.928

4 0.438 0.781 0.562 18 0.120 0.940 0.880 32 0.069 0.965 0.931

5 0.369 0.815 0.631 19 0.114 0.943 0.886 33 0.067 0.966 0.933

6 0.319 0.840 0.681 20 0.109 0.945 0.891 34 0.066 0.967 0.934

7 0.280 0.860 0.720 21 0.104 0.948 0.896 35 0.064 0.968 0.936

8 0.250 0.875 0.750 22 0.099 0.950 0.901 40 0.056 0.972 0.944

9 0.226 0.887 0.774 23 0.095 0.952 0.905 45 0.050 0.975 0.950

10 0.206 0.897 0.794 24 0.092 0.954 0.908 50 0.045 0.977 0.955

11 0.189 0.905 0.811 25 0.088 0.956 0.912 55 0.041 0.979 0.959

12 0.175 0.912 0.825 26 0.085 0.957 0.915 60 0.038 0.981 0.962

13 0.162 0.919 0.838 27 0.082 0.959 0.918 65 0.035 0.982 0.965

14 0.152 0.924 0.848 28 0.079 0.960 0.921 75 0.030 0.985 0.970

15 0.142 0.929 0.858 29 0.076 0.962 0.924 100 0.023 0.988 0.977

耐用
年数

減価率
（ｒ）

減価残存率
耐用
年数

減価率
（ｒ）

減価残存率
耐用
年数

減価率
（ｒ）

減価残存率
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３ 償却資産の申告から納税までの流れ 
（１） 償却資産申告書の提出・受付 

この手引きを参考にして申告書、種類別明細書を作成してください。 

 

 

（２） 税額の計算 

① 課税標準額の計算 

提出された申告書をもとに、課税標準額を計算します。 

② 税額の計算（詳細は前ページ参照） 

課税標準額に税率をかけて税額を計算します。税率は１.4％（標準税率）で

す。 

 

 

（３） 免税点の判定 

課税標準額が150万円（免税点）未満の場合は、課税されません。 

なお、150万円未満になるかどうかは、本市で計算した結果によりますので、償却
資産の多少にかかわらず申告してください。 

 

 

（４） 固定資産課税台帳の閲覧 

申告又は調査に基づいて償却資産の価格などが決定されると、固定資産課税台帳に

登録されます。課税台帳は毎年4月1日（土・日・休日を除く。）から閲覧できま

す。 

 

 

（５） 納税通知書の発送：４月中旬 

納期は４月、７月、１１月、翌年２月の各月末の年４回です。 

一括して納付もできます。（ただし、前納報奨金などはありません。） 

お支払については、口座振替もご利用できますので、お問合せください。 

 

  

※令和8年2 月2日（月）までに提出してください。 
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２ テナント等が取り付けた附帯設備の取り扱いについて 
貸ビル・貸店舗のテナント等に代表される『家屋の所有者以外の者』が自らの事業の用に供

するために家屋に取りつけた内装、造作及びこれらに附帯する建築設備等については、全て

テナント等の所有する償却資産として取り扱います。 

この場合、テナント等の方が自らの償却資産として申告をしてください。(備品等、他の一

般資産と併せて申告してください。) 

 

３ 建築設備における家屋と償却資産の区分 
(１）建築設備とは 

建築設備は、固定資産税の取扱上、家屋と償却資産とに分離して課税されます。 

建築設備とは、電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備、消火設備、空調設備、運搬

設備など家屋と一体となって、その効用を全うするための設備をいい、税務会計上では、お

おむね耐用年数表（減価償却資産の耐用年数等に関する省令）別表第１の「建物附属設備」

に該当するものです。 

 

(２) 建築設備における家屋と償却資産の区分について 
家屋と建築設備等の所有者が同じ場合、「家屋に含めるもの」は、償却資産の申告の必要

はありませんが、以下の資産は申告の必要があります。 

ア 独立した機器としての性質の強いもの（受変電設備、自家発電設備等） 

イ 特定の生産又は業務用に供されるもの（特定の生産又は業務用の動力配線等） 

ウ 取外しが容易で別の場所に自在に移動できるもの（簡易間仕切、ルームエアコン等） 

エ 屋外給排水設備、屋外電気設備等の家屋の屋外で供されるもの（電気の配線、ガス・

水道の配管、屋外照明設備等） 

 

(３) 家屋と償却資産の区分表 

設備の種類 設備の分類 償却資産とするもの 家屋に含めるもの 

内装・造作 
床・壁・天井仕上、

店舗造作等 
 工事一式 

電気設備 

受・変電設備 設備一式（配線・配管を含む） 

 予備電源設備 自家用発電設備、蓄電池設備 

中央監視制御設備 制御装置（配線等を含む） 

電灯照明設備 屋外の照明設備 屋内の照明設備 

電力引込設備 引込開閉器盤及び屋外の配線  

動力配線設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外の設備 

電話設備 電話機、交換機等の装置 
配線等 

インターホン設備 集合玄関機 

電気時計設備 
時計、配電盤等の装置・器具

類 
 

拡声設備 
マイクロホン、スピーカー、

アンプ等の機器 左記以外の設備 

ＩＴＶ設備 受像機（テレビ）、カメラ 

火災報知設備  設備一式 

給排水設備・ガス設備 屋外設備、引込工事 左記以外の設備 

給湯設備 
局所式給湯器（流し用の簡易

設置型） 

中央式給湯設備（浴室・床暖

房） 

衛生設備・換気設備・避雷設備  設備一式 

空調設備 
ルームエアコン（壁掛、天井

埋込式でないもの） 

家屋と一体の設備（天井埋

込式） 

消火設備 
消火栓設備のホース・ノズル、

消火器 

消火栓設備、スプリンクラ

ー 

運搬設備 生産ライン用リフト 
エレベーター、リフト、エスカ

レーター、小荷物専用昇降機 
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厨房設備・洗濯設備 

顧客の求めに応じる（百貨店、

旅館、飲食店、病院等）サー

ビス設備 

サービス設備以外の設備 

その他の設備等 

冷凍倉庫における冷凍設備、

ろ過装置、LAN設備、POSシ

ステム、広告塔、ネオンサイ

ン、看板、簡易間仕切、機械

式駐車設備（ターンテーブル

を含む）、カーテン・ブライ

ンド等 

 

外構工事 
工事一式（舗装・植栽・門扉・

簡易ごみ置き場等） 

太陽光発電設備 右記以外の設備 屋根材としているもの 

家屋と設備等の所有者が異なる場合は、表中の「家屋に含めるもの」は全て設備所有者の

償却資産として取り扱われます。 

  所有の資産が、償却資産又は家屋のいずれに該当するか不明な場合は、資産税課までお問

い合わせください。 

 

 

４ 国税(法人税・所得税)と固定資産税(償却資産)との比較 
固定資産税（償却資産）は、資産課税としての性格を踏まえ、国税（所得税・法人税）の

取扱いと異なる部分があります。次の注意点等をご参照ください。 

項      目 
国 税 の 取 扱 い  

（法人税・所得税） 
固 定 資 産 税 の 取 扱 い 

償却計算の基準日 事業年度制度（決算期日） 賦課期日制度（1月1日） 

減価償却の方法 
一般の資産は定率法、定額法

の選択制度 
一般の資産は旧定率法 

前期中の新規取得資産の

償却方法 
月割償却 半年償却〈2分の1〉 

圧縮記帳制度の適用 認められます 認められません 

租税特別措置法の適用

(特別償却・割増償却制度

等） 

認められます 認められません 

取得額（残存価額）の最

低限度額 
備忘価額（1円）まで 取得価額の５％ 

改良費（資本的支出）の

評価方法 

合算評価 

（改良を加えた資産に改良費

を合算します） 

区分評価 

（改良を加えた資産と改良費

を区分して評価します） 

建設仮勘定 減価償却していない（注） 事業の用に供していれば課税 

簿外資産 減価償却していない 事業の用に供していれば課税 

償却済資産 減価償却していない 事業の用に供していれば課税 

（注）建設仮勘定でも事業の用に供している場合は国税でも減価償却が認められています。 
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